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（１）心理相談の内容　
　心理相談の内容を整理すると、①精神発達・言葉、②
行動・性格、③養育者・家庭・環境、④社会性、⑤くせ、
⑥生活習慣、などの問題となる。これらの点について、健
診の場で親と子を観察し、親からも話をきいて、可能な
範囲で助言・指導を行う。子どもの状態や親子関係につ
いてアセスメントをし、それぞれの親子に役立ちそうな
助言や指導を行うので時間がかかってしまう。そのため
心理相談は、いつも健診の流れに迷惑をかけることにな
る。健診後には、保健師と心理職が一緒にカンファレン
スを行って親子の情報を共有し、保健師による家庭訪問
など、その後の指導につなげる。さらに、必要な親子につ
いては、健診後の経過観察・心理相談を継続して行う。
（２）最近の親の傾向
　健診に携わっている保健師や心理職からいわれる、健
診で見られる最近の親の傾向の例として、たとえば①精
神発達・言葉の相談に関しては、㋐「発達障害ですか？
聞いてくる親が増えた」というように、一昔前の、「発達
に遅れがあるといわれたらどうしよう」と、健診を怖がる
親がいた時代とは違ってきていることや、その一方で、㋑
「保育園や幼稚園から健診で相談してくるようにいわれ
てくる親が増えた」、㋒「健診での見立てについて園側か
ら期待されているケースが増えた」、㋓「園からの手紙を
待ってきて、親はただ手紙を読むというケースが増えた」
などのように、子どもの発達の知識がないので、障害に
気づいていない親もいるとのことである。
（３）心理相談の課題
　どの親にとっても、健診は子育て支援の情報を得る重
要な機会である。そのため、健診の場での丁寧な助言・
指導とともに、健診後の経過観察・心理相談を十分に行
うことが、健診を担当している私たち心理職の役目であ
る。とりわけ、幼児の心理相談機関が限られている現状
では、健診後の経過観察・心理相談は、適切な助言や指
導を行うことを前提としたうえで、できる限り健診後３か
月以内に実施し、その間隔を継続的に維持できるような
体制を作ることが、望まれるところである。そのようなこ
とができてこそ、乳幼児健診への信頼が高まると考えら
れる。
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5歳児健診のポイント

小枝　達也
国立成育医療研究センター

　令和5年12月28日に子ども家庭庁より「母子保健医療
対策総合支援事業（令和５年度補正予算分）の実施につ
いて」が発出され、その中に「１か月児及び５歳児健康診
査支援事業」が盛り込まれていて、５歳児健診の目的や
対象年齢、診察項目が以下のように記載されている。
（１）目的
　幼児期において幼児の言語の理解能力や社会性が高ま
り、発達障害が認知される時期であり、保健、医療、福祉
による対応の有無が、その後の成長・発達に影響 を及ぼ
す時期である５歳児に対して健康診査を行い、こどもの特
性を早期に発見し、特性に合わせた適切な支援を行うとと
もに、生活習慣、その他育児に関する指導を行い、もって
幼児の健康の保持及び増進を図ることを目的とする。
（２）健康診査の種類 
　健康診査の種類は、一般健康診査（原則、市町村保
健センター等において行う集団健康診査）とする。 一般
健康診査は、（５）の項目等の確認に加え、必要な児・保
護者に対して多職 種による専門相談及び健診後カンフ
ァレンスを実施すること。 
（３）健康診査を実施する担当者
 十分な経験を有し、幼児の保健医療に習熟した医師、
保健師、管理栄養士、心理 相談を担当する者等により実
施すること。 
（４）実施対象者 
　一般健康診査の対象者は、実施年度に満５歳になる
幼児とする。標準的には、４歳６か月から５歳６か月とな
る幼児を対象とする。 
（５）項目等 
　一般健康診査の項目は以下のとおりとする。①身体発
育状況 ②栄養状態 ③精神発達の状況 ④言語障害の有
無 ⑤育児上問題となる事項(生活習慣の自立、社会性の
発達、しつけ、食事、事故等)⑥その他の疾病及び異常の
有無
　今後は上記の発令に沿った５歳児健診を実施していくこ
とになる。そのポイントは、発達障害の疑いのある子への気
づきと就学に向けた基本的生活習慣の確認の２つである。
　発達障害のある子への気づきは、問診と診察にて、情
緒や行動面で該当する項目があるかどうかを見て判断す
ることになる。生活習慣については主に問診での回答を見
て判断する。子どもに対する医師の見立てのほかに、育児
環境の評価も行い、子育て支援の必要性を多職種で判断
するという体制が求められる。
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「ちょっと気になる」から始まる育児支援

平野　静香
医療法人社団　さいわいこどもクリニック

　「ちょっと気になる子」は１か月、２か月時はわかりに
くいが、子どもだけでなく気がかりな保護者や全ての家
族に対して小児科が継続的に関わり、信頼関係を築くこ
とで早期から問題点やその対応に関する認識を保護者と
共有することができる。
　当地域では保護者が初めて小児科を受診するのは２
か月のワクチンデビュー時であるが、生後、新生児訪問
や産後ケアで「ちょっと気になる」ものの、当地域では小
児科への情報提供や受診勧奨まではされていないのが
実情である。「ちょっと気になる保護者」はすでに妊娠期
から産科で「気になされている」ことがあり、妊娠期から
切れ目のない支援を行うためにはペリネイタルビジットな
どによって少しでも早く小児科が関与し、地域を巻き込
んだ支援を行う必要がある。
　当院では乳児期初期から「ちょっと気になる」を拾い
上げるために、①２か月のワクチンデビューの際、子育て
支援のための問診票（現在は母子手帳の２か月問診欄
を利用）を用い、１対１で看護師が問診を行うことで保
護者のニーズや悩み事を早期に検知するとともに「ちょっ
と気になる」場合は積極的に再診を促している、②また
再診時、継続して「気になる」場合や乳児健診、一般外
来で「気になる」子どもがいた場合は継続フォローを行
いながら情報共有のためにファイルを作成し、ケースによ
っては多職種や他機関とともに支援について検討する機
会を設ける、などの取り組みを行っている。いずれも、
「ちょっと気になる保護者（または親子）」の評価と支援
が目的だが、どのような点が「ちょっと気になる」と思う
のか多職種からの視点とその後の取り組みを含めて紹
介する。いずれも大がかりな取り組みではなく、問診や情
報共有の一環として行うことができるため、負担なく継
続することができる育児支援である。
　この度、１か月健診の国の費用助成が行われるにあた
り、小児科医による早期介入がより積極的に行われ、親
子支援につながることを期待したい。
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